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● 業務委託について 

【質問①】恒常的な業務委託の予算は、施設の

管理が確実にできる設計を積み上げ、業務を請

負っている業者に、社会経済の実情にあった、

より適切な費用を支払うための予算を配分する

必要があると考えますが。 

【答弁①】市有施設の清掃や草刈りなど、恒常

的な業務委託に要する予算の編成は、他の事業

などの予算編成と同様に、それぞれの所管課に

おいて、業務にかかる頻度や数量などの仕様を

明確にし、事業者等から参考見積もりを取るな

ど、必要な経費を算出しており、予算の要求が

行われています。 

 予算編成の基となる事業者等の参考見積もり

には、労務単価の上昇や原材料費の高騰など、

社会経済の実情も加味された適正な業務遂行に

必要な額での見積もりが提出されているものと

理解しています。 

 財政課では、各課から予算要求された業務の

積算内容が施設管理を行う上で適正なものか、

また、施設の利用や運営状況に照らし、過剰な

対応となっていないかなどを聞き取りした上で

査定を行っています。 

 各所管課に、その予算査定の結果を示す際に

査定結果の根拠や理由をしめし、必要に応じて

業務内容や仕様の見直しについて協議や指導を

行っています。 

 担当所管課におきましては、予算の範囲内で

業務を発注することが難しい場合は業務内容を

再度精査し、必要な業務について、優先順位を

設定し、業務を発注するようにしています。 

 限られた財源の中で各部署が工面して対応し

ているところであり、引き続き社会情勢を注視 

 するとともに、実態を把握して適正な予算編成

に努めていきます。 

【質問②】業務委託を請け負っている業者が、

原油価格や物価高騰等の影響を受けて、経費が

請負額を超えてしまった場合の対策が必要だと

考えますが。 

【答弁②】委託業務に要する経費の内訳といた

しましては、一般的には人件費の割合が大きい

業務が多い状況となっていますが、業務の遂行

に必要となる物品が原油価格や物価の高騰等に

よって値上がりしているもの、納期の遅延によ

り調達に苦労しているものも相当数あると認識

しています。 

 建設工事の契約では、労務単価や資材価格が

一定以上高騰した場合は、契約約款によりまし

て契約金額を見直すことができる物価スライド

条項を定めておりますが、業務委託契約の約款

では物価高騰等による変更について、具体的な

条項を定めていません。 

 しかしながら、今般の物価高騰のような受託

者の責任によらない社会情勢の変化等により、

当初の委託金額では、履行が困難と判断される

場合で、受託者から変更の協議があった場合に

は業務委託契約約款に規定している双方協議に

より、建設工事と同様に契約金額の変更ができ

るものと解しています。 

 今後も受託事業者と連携を取りながら一方的

に過度な負担をかけることのないよう必要に応

じて変更協議を行うなど適切な対応に心掛けて

いきたいと考えています。 

【再質問②】業務委託契約約款の第１８条、契

約外の事項、必要に応じ発注者と受注者とが協

議をして定めるものとする項目に当てはまると 
 
 
 

議員活動報告 暮らし優先の市政と魅力あるまちづくりを 

      鶴岡市議会議員 工藤
く ど う

博
ひろし

（市民フォーラム）      2022年 9月 



 
 

* * * * * * * ９月議会一般質問（工藤）と市の答弁（総務部長） * * * * * * * 

いうことでしょうか。 

【再答弁②】そのように理解しています。 

 

● 会計年度任用職員制度について 

【質問①】令和２年４月１日に、地方公務員法

及び地方自治法の一部が改正され、地方自治体

における臨時・非常勤職員の任用要件を厳格化

し、新たに期限付任用である会計年度任用職員

制度が施行されました。 

 会計年度任用職員の給与水準の決定について

は、地方公務員法に定める職務給の原則や均衡

の原則等の給与決定原則にのっとり、適切な対

応をすることが必要とされてます。 

 本市でも、会計年度任用職員制度を導入して

いますが、給与水準が県内１３市の制度設計と

比べて、どの様な水準となっているのか。 

【答弁①】本市の会計年度任用職員の給料表は

一般職の行政職給料表を適用、一般事務補助の

職で任用１年目の基礎号給を１級１号給の月額

１４万７７００円とし、勤務実績に応じて１級

２５号給１８万５１００円まで加算する内容と

なっています。 

 県内１３市の内、任用１年目の基礎号給を１

級１号給としているのは、本市を含め９市で、

県内はほぼ同水準となっています。 

 一方、勤務実績に応じて加算できる上限は１

級２５号給が最も多く、本市を含め４市が適用

しています。 

 なお、会計年度任用職員の給与については、

人事院や県人事委員会からの勧告と合わせて、

適切に見直すことにしており、昨年度は会計年

度任用職員についても期末手当の改定を行って

いるところです。 

【再質問①】会計年度任用職員は自治体で働く

非正規職員の待遇を改善し、官製ワーキングプ

アを解消するという目的で導入されました。 

 県内１３市でほぼ同水準という報告でした。

昇給制度や期末手当などの支給が導入されまし

たが、基本給は３年経過した現在でも、時間給

に換算すると１０００円以下で、１級２５号給

でも１０００円をわずかに超える時間給です。 

 同一の労働には、同一の賃金を支払うという

観点から、正規職員との比較について考えるこ

とが重要です。 

人事院や県人事院の勧告による制度の運用と

いう話がありましたが、最高でも１１３７円の

低さについてはどのような見解でしょうか。 

 【再答弁①】県内の市町村において、概ね同水

準で運用されていると認識しております。 

 また、県の賃金水準を加味して改定をしてい

る最低賃金についても、注視していきたいと思

います。 

【質問②】会計年度任用職員の勤務時間につい

ては、その職務の内容や標準的な職務の量に応

じた適切な勤務時間を設定することが必要とさ

れています。 

 総務省の資料には「柔軟な人事管理や勤務条

件の改善による人材確保にも資するため、フル

タイムでの任用の積極的な活用を検討すること

が望ましい。合理的な理由なくフルタイムでの

任用を抑制することは、適正な任用・勤務条件

の確保という改正法の趣旨から不適切」と明記

されています。 

 本市ではどの様な理由でパートタイムを導入

しているのか。 

【答弁②】会計年度任用職員が担当する業務を、

繁忙時間帯の窓口対応や職員の事務補助など、

フルタイムの勤務時間を要しない業務内容と

し、パートタイムとして任用を行っています。 

 勤務時間については、募集の際、勤務時間を

含め報酬や休暇などを勤務条件として明示して

おり、申込者がそれを見て希望する条件のもの

に応募をいただき、問い合わせ等に個別に対応

しているという状況です。 

【最後に】会計年度任用職員の業務は配属先に

よって、業務量と責任が正規職員と変わらない

場合があります。 

また、単年度契約のため不安定な雇用状況に

あり、雇用条件などについて協議する場もない

ため、雇用主である本市が会計年度任用職員の

雇用条件について、一定の水準を保証すること

が妥当だと考えます。 

 パートタイム勤務について、正規職員の業務

を補完するという主旨で導入しているようです

が、総務省は「パートタイム会計年度任用職員

の勤務時間については、具体的な業務内容や時

間外勤務の有無など、勤務の実態を把握した上

で必要に応じ、フルタイムでの任用含め見直し

の検討を行う必要がある」と通知しています。 

 本市で働いている会計年度任用職員の生活向

上と雇用環境の改善を図るため、雇用主である

市長にパートタイム勤務を解消して、フルタイ

ム勤務に移行することを提案して、質問を終わ

ります。 
 
 


